
年 度 
運営委員会の意

向に応じ 

令和２年 

令和３年  

令和４年  

令和５年  

令和６年  

令和７年 
完全移行（一括運

営スタート）

６月１日から放課後児童クラブ再開
～感染症予防のため再開後の利用方法等についてご理解・ご協力を～
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再
開
後
の
利
用
方
法
等
に
つ
い
て
保
護

者
及
び
運
営
主
体
に
依
頼

５
月
２
２
日
、
富
士
市
は
、
６
月
１
日
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
以
下

「
児
童
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
。
）
の
再
開
に
向
け
て
、
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
主

体
と
な
る
各
小
学
校
区
の
運
営
委
員
会
等
に
向
け
、
感
染
予
防
・
衛
生
管

理
に
係
る
基
本
的
事
項
（
こ
ま
め
な
手
洗
い
を
徹
底
す
る
等
）
の
ほ
か
、

過
密
を
避
け
る
た
め
の
児
童
１
人
当
た
り
の
必
要
面
積
の
考
え
方
等
に
つ

い
て
示
し
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
富
士
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
第
５
条
に
お
い
て
、「
児
童
１
人
に
つ
き
お

お
む
ね
１
．
６
５
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
感
染
防
止
対
策
と
し
て
一
定
期
間
、
小
学
校
と
同
等
な
必
要
面

積
を
維
持
し
た
利
用
児
童
の
受
入
を
基
本
と
し
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お

む
ね
１
．
８
３
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
（
小
学

校
の
定
員
に
準
じ
て
い
ま
す
）
を
確
保
す
る

よ
う
依
頼
し
ま
し
た
。

な
お
、
平
均
利
用
人
数
を
ベ
ー
ス
と
し
て

１
．
８
３
平
方
メ
ー
ト
ル
の
確
保
面
積
に
基

づ
き
新
た
な
定
員
を
設
定
す
る
場
合
、
一
部

の
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
定
員
超
過
と

な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
定
員
超
過
と
な
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
保
育
ス
ぺ
ー
ス
を
確
保
す
る
た

め
、
学
年
や
曜
日
・
時
間
帯
等
に
よ
っ
て
は
、

通
常
の
ク
ラ
ブ
室
に
お
け
る
保
育
だ
け
で
は

な
く
、
小
学
校
施
設
（
体
育
館
等
）
も
活
用

し
た
分
散
保
育
と
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

■
９
小
学
校
区
で
一
法
人
に
よ
る
運
営

ス
タ
ー
ト

富
士
市
は
、
昨
年
５
月
に
策
定
し
た
「
富

士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基
本
方
針
」

に
基
づ
き
、
現
在
、
各
小
学
校
区
の
運
営
委

員
会
に
委
託
し
て
い
る
児
童
ク
ラ
ブ
の
一
括

運
営
に
向
け
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
結
果
に
も
と

づ
き
、
昨
年
１
２
月
、
一
般
社
団
法
人
コ
ド

モ
ノ
プ
ラ
ス
（
以
下
「
コ
ド
モ
ノ
プ
ラ
ス
」
と

い
う
。
）
と
委
託
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

コ
ド
モ
ノ
プ
ラ
ス
に
よ
る
児
童
ク
ラ
ブ
運

営
は
、
す
で
に
４
月
か
ら
、
富
士
見
台
、
富
士

第
二
、
田
子
浦
、
岩
松
北
、
青
葉
台
、
鷹
岡
、

原
田
、
吉
永
第
一
、
吉
永
第
二
の
９
小
学
校

区
に
お
い
て
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
、
利
用
料

や
開
所
時
間
等
に
つ
い
て
は
、
市
が
作
成
し

た
「
富
士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基
準
」

を
遵
守
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
段
階
的
に
運
営
主
体
を
移
行

今
後
は
、
各
地
区
の
運
営
委
員
会
の
意
向

に
応
じ
て
段
階
的
に
運
営
主
体
を
移
行
し
、

令
和
７
年
度
ま
で
に
全
小
学
校
区
の
一
括
運

営
を
目
指
し
ま
す
。

今
年
度
に
つ
い
て
も
、
各
運
営
員
会
の
意

向
を
伺
い
、
１
０
月
ま
で
に
は
、
令
和
３
年

度
に
運
営
業
務
を
移
行
す
る
小
学
校
区
を
確

定
さ
せ
る
予
定
で
す
。

保護者の皆様へ（お願い） 

児童クラブが、その性質上、児童の

距離間を一定に保つことが困難な環境

の運営となることから、再開後の利用

につきまして下記のとおり取りまとめ

ましたので、引き続きご理解とご協力

を賜りますようお願いいたします。 

①感染予防のため、保護者が仕事を休

んで家にいることが可能な場合や、

祖父母等、保護者以外の方で、放課

後、子どもの見守りが可能な場合は、

児童クラブの利用を控えていただき

ますようご協力をお願います。 

②ご家族全員の毎朝の検温及び体調の

確認を徹底してください。 

③ご家族のいずれかが発熱等の風邪症

状が見られる場合は、児童クラブを

休み外出を控えてください。 

④児童クラブを利用する児童及び送迎

者ともに児童クラブに入る際には、

マスクを着用してください。 

段
階
的
な
移
行


